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な
ぜ
財
政
規
律
が
失
わ
れ
た
か

〜
赤
字
国
債
償
還
ル
ー
ル
の
変
更
と
選
挙
制
度
〜

中
島
　
将
隆

は
じ
め
に

日
本
の
政
府
債
務
は
、
短
期
間
で
世
界
最
悪
に
な
っ
た
。
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
平
成
二
年
度
に
は
赤
字
国
債
依
存
体
制
か
ら
脱

却
し
、
平
成
三
年
度
か
ら
五
年
度
ま
で
は
赤
字
国
債
発
行
は
ゼ
ロ
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
一
〇
年
余
り
の
間
に
政
府
債

務
は
累
増
し
、
日
本
の
財
政
は
危
機
的
状
況
に
あ
る
。
今
日
で
は
、
日
本
の
財
政
は
持
続
可
能
か
、
と
深
刻
な
疑
問
が
出
さ
れ
て
い

る
。
日
本
の
政
府
債
務
が
短
期
間
で
世
界
最
悪
と
な
っ
た
の
は
、
財
政
支
出
が
拡
大
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
減
税
政
策
に
よ
っ
て

税
収
が
減
少
し
、
そ
の
差
額
を
赤
字
国
債
で
補
填
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
膨
張
す
る
財
政
支
出
を
見
直
す
こ
と
な
く
、
他
方
で
減

税
を
行
い
、
不
足
す
る
財
政
資
金
を
赤
字
国
債
発
行
で
埋
め
て
き
た
。
政
府
債
務
の
膨
張
は
、
財
政
規
律
が
失
わ
れ
た
必
然
的
な
帰

結
で
あ
っ
た
。
以
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
前
回
の
証
研
レ
ポ
ー
ト
で
検
討
し
た
（「
な
ぜ
日
本
の
政
府
債
務
は
世
界
最
悪
に
な
っ

た
か
」
一
六
六
三
号
）。

で
は
、
な
ぜ
財
政
規
律
が
失
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
間
、
一
体
、
何
が
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
問
題
は
二
つ
あ
る
。
ひ
と
つ

は
、
国
債
増
発
の
歯
止
め
装
置
が
失
わ
れ
、
国
債
無
制
限
発
行
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
財
政
規
律
を
歪
め
る
政
治

の
仕
組
み
と
選
挙
制
度
で
あ
る
。
国
債
無
制
限
発
行
が
可
能
と
な
り
、
更
に
、
国
債
増
発
を
招
く
政
治
の
仕
組
み
が
で
き
上
が
る
と
、



財
政
規
律
は
失
わ
れ
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
二
つ
の
問
題
に
焦
点
を
あ
て
、
財
政
規
律
を
喪
失
さ
せ
た
制
度
変
更
に
つ
い
て
検
討
し

て
い
く
。

１
　
赤
字
国
債
償
還
ル
ー
ル
の
変
更

（
１
）
財
政
法
の
国
債
発
行
制
限
規
定
と
赤
字
国
債
現
金
償
還
の
原
則

財
政
法
第
四
条
は
国
債
発
行
を
厳
し
く
制
限
し
、「
国
の
歳
出
は
、
公
債
又
は
借
入
金
以
外
の
歳
入
を
以
て
、
そ
の
財
源
と
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
て
い
る
。
そ
し
て
、「
但
し
、
公
共
事
業
費
、
出
資
金
及
び
貸
付
金
の
財
源
に
つ
い
て
は
、
国
会
の
議

決
を
経
た
金
額
の
範
囲
内
で
、
公
債
を
発
行
し
又
は
借
入
金
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
て
い
る
。

財
政
法
第
四
条
で
は
、
ま
ず
、
非
募
債
主
義
が
原
則
で
あ
る
こ
と
、
次
い
で
、
但
し
書
き
規
定
に
よ
り
公
共
事
業
費
等
の
財
源
と

し
て
建
設
国
債
発
行
を
認
め
、
三
つ
目
に
赤
字
国
債
の
発
行
を
禁
止
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
建
設
国
債
発
行
と
償
還
計
画
、
公
共
事

業
費
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
国
会
の
議
決
が
必
要
だ
と
定
め
て
い
る
。

赤
字
国
債
は
財
政
法
第
四
条
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
で
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
昭
和
五
〇
年
度
か
ら
発
行
さ
れ
る
赤
字
国

債
は
、
財
政
法
第
四
条
の
特
例
と
し
て
発
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
昭
和
五
〇
年
度
に
は
「
昭
和
五
十
年
度
の
公
債
の
発
行
の
特

例
に
関
す
る
法
律
」
が
制
定
さ
れ
、
以
後
、
特
例
法
が
毎
年
制
定
さ
れ
赤
字
国
債
が
発
行
さ
れ
て
い
る
。
財
政
法
で
は
赤
字
国
債
発

行
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
財
務
省
は
赤
字
国
債
を
必
ず
特
例
公
債
と
表
記
し
、
赤
字
国
債
と
は
決
し
て
言
わ
な
い
。
建
設
国
債

に
つ
い
て
は
四
条
債
と
表
現
す
る
場
合
が
あ
る
。

昭
和
五
〇
年
度
か
ら
一
〇
年
債
の
赤
字
国
債
が
発
行
さ
れ
た
が
、
赤
字
国
債
は
現
金
償
還
が
原
則
と
な
っ
て
い
た
。
建
設
国
債
に

つ
い
て
は
六
〇
年
償
還
が
原
則
で
、
こ
の
間
、
借
換
発
行
が
行
わ
れ
る
。
六
〇
年
償
還
と
い
う
ル
ー
ル
は
、
見
合
い
資
産
の
耐
用
年
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数
が
六
〇
年
、
と
試
算
さ
れ
た
こ
と
が
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
赤
字
国
債
は
経
常
支
出
に
充
当
さ
れ
る
の
で
見
合
い
資
産
が
な
い
。

こ
の
た
め
、
毎
年
制
定
さ
れ
る
特
例
公
債
法
で
は
、
赤
字
国
債
に
つ
い
て
は
現
金
償
還
の
原
則
が
定
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

赤
字
国
債
現
金
償
還
の
原
則
は
、
国
債
発
行
の
歯
止
め
装
置
で
あ
り
、
財
政
規
律
を
維
持
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
現
金
償
還
で
あ

れ
ば
、
満
期
が
到
来
す
る
と
全
額
を
現
金
で
償
還
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
赤
字
国
債
は
償
還
財
源
の
範
囲
内
に
発
行

額
を
限
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
使
途
を
限
定
さ
れ
な
い
赤
字
国
債
は
、
歯
止
め
装
置
が
な
け
れ
ば
、
無
制
限
発
行
に
道
を
開
く
こ
と

に
な
る
。
赤
字
国
債
現
金
償
還
の
原
則
は
、
財
政
規
律
を
維
持
す
る
重
要
な
装
置
で
あ
っ
た
。

（
２
）
過
渡
的
措
置
と
し
て
の
赤
字
国
債
償
還
ル
ー
ル
変
更

昭
和
五
〇
年
度
か
ら
発
行
さ
れ
た
赤
字
国
債
は
、
一
〇
年
債
で
発
行
さ
れ
た
か
ら
、
昭
和
六
〇
年
度
か
ら
満
期
償
還
を
迎
え
る
こ

と
に
な
り
、
大
量
国
債
償
還
の
時
期
と
な
る
。

赤
字
国
債
が
満
期
を
迎
え
る
直
前
の
昭
和
五
九
年
、
財
政
制
度
審
議
会
は
二
度
に
わ
た
り
、
暫
定
措
置
と
し
て
赤
字
国
債
償
還
ル

ー
ル
を
変
更
す
る
、
と
い
う
中
間
報
告
を
行
っ
た
。

五
九
年
一
月
一
八
日
の
「
中
期
的
財
政
運
営
に
関
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
の
中
間
報
告
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
ま

ず
、「
政
府
と
し
て
は
、
従
来
、
特
例
公
債
の
償
還
に
つ
い
て
は
借
換
債
の
発
行
に
よ
る
こ
と
な
く
、
全
額
い
わ
ゆ
る
現
金
償
還
す

る
と
い
う
方
針
を
採
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
五
一
年
度
以
降
の
特
例
公
債
法
に
お
い
て
も
借
換
債
を
発
行
し
な
い
旨
明
示
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
方
針
と
の
関
連
も
あ
っ
て
特
例
公
債
の
本
格
的
な
償
還
の
始
ま
る
以
前
、
す
な
わ
ち
五
九
年
ま
で
に
特
例
公
債
依
存

体
質
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
を
基
本
的
目
標
と
し
て
い
た
」
と
し
て
、
従
来
方
針
の
赤
字
国
債
現
金
償
還
ル
ー
ル
を
再
確
認
し
て
い

る
。
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報
告
書
は
引
き
続
き
、
大
略
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
五
九
年
ま
で
に
赤
字
国
債
依
存
体
制
を
脱
却
す
る
こ
と
は
困
難
で
、

政
府
は
目
標
年
度
を
引
き
下
げ
、
新
た
な
財
政
改
革
の
目
標
を
六
五
年
度
ま
で
と
し
た
。
六
五
年
度
（
平
成
二
年
度
）
ま
で
に
赤
字

国
債
依
存
体
制
か
ら
脱
却
す
る
に
は
、
赤
字
国
債
の
償
還
財
源
に
つ
い
て
再
検
討
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。

「
現
在
の
財
政
状
況
の
下
で
、
特
例
公
債
の
償
還
を
、
借
換
債
の
発
行
に
よ
ら
ず
全
額
い
わ
ゆ
る
現
金
償
還
で
行
い
、
し
か
も
六

五
年
度
ま
で
に
特
例
公
債
依
存
体
質
か
ら
の
脱
却
を
図
ろ
う
と
す
る
と
、
極
端
な
歳
出
カ
ッ
ト
や
極
度
の
負
担
増
と
い
っ
た
急
激
な

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、
わ
が
国
経
済
や
国
民
生
活
に
好
ま
し
く
な
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
避
け
ら
れ
な

い
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
…
特
例
公
債
の
償
還
財
源
の
調
達
に
つ
い
て
借
換
債
の
発
行
と
い
う
手
段
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
と

判
断
さ
れ
る
。
特
例
公
債
の
大
量
償
還
を
行
い
つ
つ
、
新
規
財
源
債
を
新
た
な
特
例
公
債
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
財
政
事

情
が
当
面
続
く
状
況
の
下
で
は
、
従
来
の
い
わ
ゆ
る
現
金
償
還
の
方
針
を
改
め
、
借
換
債
の
発
行
を
行
う
と
い
う
方
針
に
切
り
替
え

る
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
も
の
と
考
え
る
」。

五
九
年
一
二
月
二
一
日
の
「
国
債
の
償
還
等
に
関
す
る
諸
問
題
の
中
間
報
告
」
に
お
い
て
も
、
赤
字
国
債
の
償
還
ル
ー
ル
に
つ
い

て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
六
五
年
度
ま
で
に
特
例
公
債
依
存
体
質
か
ら
の
脱
却
に
努
め
る
と
い
う
目
標
の
下
に
、
今
後
、
財
政
改
革
を
具
体
的
に
進
め
て

い
く
た
め
に
は
、
当
面
、
特
例
公
債
の
償
還
に
つ
い
て
は
、
四
条
公
債
と
同
様
の
い
わ
ゆ
る
六
〇
年
償
還
ル
ー
ル
に
よ
る
こ
と
が
現

実
的
選
択
と
し
て
や
む
を
得
な
い
と
考
え
る
」。

以
上
に
見
た
よ
う
に
、
財
政
制
度
審
議
会
は
赤
字
国
債
の
償
還
方
法
に
つ
い
て
、
六
五
年
目
標
を
達
成
す
る
ま
で
の
間
、
従
来
の

現
金
償
還
方
式
か
ら
建
設
国
債
と
同
じ
借
換
方
式
に
変
更
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
償
還
方
式
の
変
更
は
、
あ
く
ま
で
も
「
六
五
年
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目
標
」
達
成
ま
で
の
過
渡
的
措
置
あ
り
、
赤
字
国
債
依
存
体
制
か
ら
脱
却
す
る
ま
で
の
暫
定
的
措
置
と
し
て
の
変
更
で
あ
っ
た
。

こ
の
財
政
制
度
審
議
会
の
中
間
報
告
に
基
づ
い
て
、
昭
和
五
九
年
六
月
、
特
例
公
債
法
に
よ
っ
て
赤
字
国
債
の
借
換
発
行
が
行
わ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
昭
和
五
十
九
年
度
の
財
政
運
営
に
必
要
な
財
源
の
確
保
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
」（
五

九
年
六
月
）
の
第
六
条
で
「
特
例
公
債
の
償
還
の
た
め
の
起
債
の
特
例
」
が
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

（
３
）
赤
字
国
債
依
存
体
制
の
脱
却
と
赤
字
国
債
借
換
発
行
の
継
続

「
六
五
年
目
標
」
は
、
平
成
二
年
、
つ
い
に
実
現
し
た
。
当
初
予
算
で
赤
字
国
債
発
行
は
ゼ
ロ
と
な
り
、
実
績
に
お
い
て
も
平
成

三
年
度
か
ら
平
成
五
年
度
ま
で
赤
字
国
債
は
ゼ
ロ
と
な
っ
た
。「
六
五
年
目
標
」
は
実
現
し
、
赤
字
国
債
依
存
体
制
か
ら
脱
却
す
る

こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

当
初
の
予
定
で
は
、
こ
の
時
点
で
、
赤
字
国
債
は
現
金
償
還
の
本
則
に
戻
る
べ
き
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
財
政
制

度
審
議
会
は
、
平
成
二
年
三
月
一
日
、「
平
成
二
年
度
特
例
公
債
依
存
体
質
脱
却
後
の
中
期
的
財
政
運
営
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
報

告
」
で
、
赤
字
国
債
借
換
方
式
を
継
続
し
、
現
金
償
還
の
本
則
に
戻
る
こ
と
を
否
定
し
た
。

報
告
書
で
は
、
ま
ず
、「
わ
が
国
財
政
の
現
状
を
見
る
と
、
平
成
二
年
度
予
算
に
お
い
て
特
例
公
債
依
存
体
質
か
ら
の
脱
却
が
達

成
さ
れ
た
と
は
い
え
、
財
政
体
質
は
次
の
よ
う
に
極
度
に
悪
化
し
た
状
況
に
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
極
度
に
悪
化
し
て
い
る
要
因
と

し
て
、
昭
和
五
〇
年
以
降
の
大
量
国
債
発
行
に
よ
っ
て
国
債
発
行
残
高
が
増
大
し
て
い
る
こ
と
、
赤
字
国
債
残
高
も
増
大
し
て
い
る

こ
と
、
こ
れ
ま
で
赤
字
国
債
発
行
額
を
減
ら
す
た
め
に
定
率
繰
り
入
れ
の
停
止
な
ど
臨
時
特
例
措
置
が
と
ら
れ
た
こ
と
、
税
収
が
減

少
し
た
場
合
に
赤
字
国
債
の
発
行
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
以
上
四
つ
の
要
因
を
上
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
問
題
が
あ

る
限
り
、「
特
例
公
債
依
存
体
質
か
ら
の
脱
却
と
い
う
目
標
が
達
成
さ
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
財
政
が
健
全
体
に
服
し
た
と
は
到
底
言
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え
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

結
論
と
し
て
、
以
上
の
諸
点
を
考
慮
に
入
れ
「
特
例
公
債
の
償
還
に
つ
い
て
は
、
当
面
、
六
〇
年
償
還
ル
ー
ル
を
直
ち
に
現
金
償

還
の
本
則
に
戻
す
こ
と
は
現
実
的
で
は
な
い
」
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
財
政
制
度
審
議
会
の
中
間
報
告
に
基
づ
い
て
、
赤
字
国
債
償
還
は
現
金
償
還
で
は
な
く
、
建
設
国
債
と
同
じ
六
〇
年
償
還
ル

ー
ル
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
今
日
ま
で
、
赤
字
国
債
償
還
は
現
金
償
還
の
本
則
に
戻
る
こ
と
な
く
、
建
設
国
債
と

同
じ
六
〇
年
償
還
ル
ー
ル
で
行
わ
れ
て
い
る
。

（
４
）
赤
字
国
債
現
金
償
還
ル
ー
ル
の
変
更
が
意
味
す
る
も
の

国
債
発
行
に
は
、
こ
れ
ま
で
、
国
債
増
発
の
歯
止
め
装
置
が
組
み
込
ま
れ
て
い
た
。
建
設
国
債
は
六
〇
年
償
還
ル
ー
ル
に
基
づ
い

て
発
行
さ
れ
る
が
、
発
行
額
は
財
政
法
第
四
条
に
よ
っ
て
公
共
事
業
費
の
範
囲
内
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
建
設
国
債
は
無

制
限
に
発
行
で
き
な
い
。
赤
字
国
債
は
、
現
金
償
還
の
本
則
が
守
ら
れ
る
限
り
、
無
制
限
に
発
行
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
満

期
償
還
日
に
は
、
必
ず
、
現
金
で
償
還
さ
れ
る
の
で
、
赤
字
国
債
発
行
額
は
現
金
償
還
可
能
範
囲
に
限
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

赤
字
国
債
償
還
ル
ー
ル
の
変
更
は
、
国
債
増
発
歯
止
め
装
置
が
消
滅
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
赤
字
国
債
の
借
換
償
還
が
可
能
で

あ
れ
ば
、
満
期
が
到
来
し
て
も
現
金
償
還
の
制
約
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
六
〇
年
償
還
ル
ー
ル
で
赤
字
国
債
が
発
行
さ
れ
る
と
、
毎
年
、

六
〇
分
の
一
ず
つ
現
金
償
還
す
れ
ば
よ
い
。
一
〇
年
債
で
あ
れ
ば
、
満
期
日
に
償
還
額
の
六
分
の
一
の
現
金
を
準
備
す
れ
ば
よ
い
。

か
く
し
て
、
赤
字
国
債
償
還
方
式
の
変
更
に
よ
っ
て
、
事
実
上
、
赤
字
国
債
は
無
制
限
発
行
が
可
能
と
な
っ
た
。

赤
字
国
債
は
建
設
国
債
の
発
行
が
限
度
に
達
し
た
時
、
そ
の
上
積
み
と
し
て
発
行
さ
れ
る
。
上
積
み
部
分
と
し
て
の
赤
字
国
債
が

無
限
に
発
行
可
能
と
な
れ
ば
、
国
債
発
行
は
無
制
限
に
発
行
可
能
と
な
る
。
財
政
規
律
が
失
わ
れ
た
最
大
の
原
因
は
、
赤
字
国
債
償
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還
方
式
の
変
更
に
よ
っ
て
、
国
債
無
制
限
発
行
体
制
が
成
立
し
た
か
ら
で
あ
る
。

２
　
国
債
無
制
限
発
行
体
制
と
財
政
規
律
の
喪
失

（
１
）
減
税
特
例
国
債
の
発
行

財
政
規
律
は
、
平
成
六
年
以
降
、
如
何
な
る
経
緯
を
経
て
喪
失
し
て
い
っ
た
か
、
喪
失
の
契
機
と
な
っ
た
も
の
は
何
か
、
振
り
返

っ
て
み
よ
う
。

赤
字
国
債
依
存
体
制
か
ら
脱
出
し
た
の
は
、
平
成
二
年
か
ら
で
あ
っ
た
。
平
成
二
年
に
は
湾
岸
戦
争
負
担
金
調
達
の
た
め
、
臨
時

特
別
国
債
と
し
て
九
六
八
九
億
円
の
赤
字
国
債
が
発
行
さ
れ
た
が
、
当
初
予
算
で
は
赤
字
国
債
発
行
は
ゼ
ロ
で
あ
っ
た
。
平
成
三
年

か
ら
五
年
ま
で
の
間
、
赤
字
国
債
発
行
は
ゼ
ロ
と
な
り
、
赤
字
国
債
依
存
体
制
か
ら
完
全
に
脱
却
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

と
こ
ろ
が
、
平
成
六
年
か
ら
臨
時
特
例
国
債
と
い
う
名
称
で
使
途
を
限
定
し
た
赤
字
国
債
の
発
行
が
始
ま
る
。
平
成
六
年
に
は
減

税
特
例
国
債
と
震
災
特
例
国
債
が
発
行
さ
れ
た
が
、
震
災
特
例
国
債
の
発
行
は
一
回
限
り
で
、
神
戸
大
震
災
の
復
興
財
源
に
充
当
さ

れ
た
。
減
税
特
例
国
債
は
平
成
六
年
に
引
き
続
き
、
平
成
七
年
、
平
成
八
年
と
連
続
し
て
発
行
さ
れ
、
総
額
八
兆
円
強
の
赤
字
国
債

が
発
行
さ
れ
た
（
後
掲
図
表
１
参
照
）。

減
税
特
例
国
債
と
は
、
所
得
税
の
減
税
に
よ
る
税
収
の
減
少
を
補
う
た
め
発
行
さ
れ
た
国
債
で
あ
る
。
平
成
六
年
に
は
特
別
減
税

と
し
て
五
・
五
兆
円
、
平
成
七
年
に
は
特
別
減
税
と
し
て
二
兆
円
、
先
行
減
税
と
し
て
三
・
五
兆
円
が
減
税
さ
れ
て
い
る
。
所
得
税

の
特
別
減
税
と
先
行
減
税
に
よ
っ
て
税
収
は
減
少
し
、
一
般
歳
出
に
充
当
す
る
財
政
資
金
が
不
足
す
る
事
態
を
迎
え
た
。
こ
の
歳
入

不
足
を
補
填
す
る
た
め
、
減
税
特
例
国
債
が
発
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

減
税
特
例
国
債
発
行
は
、
財
政
規
律
を
無
視
し
た
国
債
発
行
で
あ
る
。
通
常
、
国
債
は
税
収
に
よ
る
財
政
資
金
の
調
達
が
困
難
に
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な
っ
た
結
果
、
不
足
分
を
補
填
す
る
た
め
発
行
さ
れ
る
。
減
税
特
例
国
債
は
、
減
税
に
よ
っ
て
税
収
を
人
為
的
に
減
少
さ
せ
、
そ
の

部
分
を
国
債
で
補
填
す
る
の
だ
か
ら
、
財
政
規
律
に
反
し
た
安
易
な
国
債
発
行
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
赤
字
国
債
無
制
限
発
行
体

制
が
、
財
政
規
律
を
無
視
し
た
国
債
発
行
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。

減
税
特
例
国
債
は
現
金
償
還
で
は
な
く
、
二
〇
年
の
借
換
償
還
で
あ
り
、
赤
字
国
債
の
六
〇
年
償
還
と
比
較
す
れ
ば
短
期
で
あ
る
。

減
税
特
例
国
債
は
赤
字
国
債
で
は
あ
る
が
使
途
を
限
定
し
た
国
債
で
あ
る
か
ら
、
二
〇
年
償
還
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
般
の
赤
字

国
債
と
区
別
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
僅
か
で
も
財
政
規
律
が
意
識
さ
れ
て
い
た
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
２
）
財
政
構
造
改
革
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
停
止

国
債
発
行
額
が
急
膨
張
す
る
の
は
、
図
表
１
で
見
る
よ
う
に
、
平
成
一
〇
年
度
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
年
、
国
債
発
行
額
は
当
初
予

算
の
二
倍
の
三
四
兆
円
と
な
り
、
国
債
依
存
度
は
四
〇
・
三
％
に
な
っ
た
。
前
年
の
国
債
発
行
額
一
八
・
四
兆
円
、
国
債
依
存
度
は

二
三
・
五
％
で
あ
っ
た
か
ら
、
平
成
一
〇
年
度
は
前
年
の
ほ
ぼ
二
倍
で
あ
る
。
前
年
の
二
倍
に
相
当
す
る
国
債
発
行
を
可
能
に
し
た

の
は
、
赤
字
国
債
の
増
発
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
平
成
一
〇
年
度
の
赤
字
国
債
発
行
額
は
、
当
初
予
算
を
一
〇
兆
円
上
回
る
一
六
・
九

五
兆
円
と
な
っ
た
。
赤
字
国
債
の
追
加
発
行
に
よ
っ
て
、
国
債
発
行
額
は
当
初
予
算
の
二
倍
と
な
っ
た
。
平
成
一
〇
年
度
以
降
、
国

債
依
存
度
は
四
〇
％
ラ
イ
ン
で
推
移
し
、
赤
字
国
債
発
行
額
は
増
加
を
続
け
、
赤
字
国
債
比
率
は
高
ま
っ
て
い
く
。

な
ぜ
、
平
成
一
〇
年
度
か
ら
国
債
発
行
額
が
急
増
し
て
い
っ
た
の
か
。
平
成
九
年
一
一
月
、
橋
本
内
閣
は
政
治
主
導
に
よ
る
財
政

改
革
を
進
め
、「
財
政
構
造
改
革
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
を
成
立
さ
せ
た
。
と
こ
ろ
が
、
ま
さ
に
こ
の
時
、
バ
ブ
ル
崩
壊

の
後
遺
症
で
あ
る
金
融
危
機
が
勃
発
し
た
。
こ
の
た
め
、
財
政
戦
略
会
議
で
決
定
し
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
よ
る
財
政
改
革
を
推
進
す

る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
。
平
成
一
〇
年
七
月
、
小
渕
内
閣
が
組
閣
さ
れ
、
平
成
一
〇
年
一
二
月
に
は
「
財
政
構
造
改
革
の
推
進
に
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関
す
る
特
別
措
置
法

停
止
法
」
が
成
立
し
、

過
去
最
大
の
景
気
対

策
と
減
税
政
策
が
行

わ
れ
た
。

過
去
最
大
の
景
気

対
策
と
特
別
減
税
、

恒
久
的
減
税
の
財
源

は
、
赤
字
国
債
の
発

行
に
よ
っ
て
調
達
さ

れ
た
。
平
成
一
〇
年

か
ら
平
成
一
二
年
の

三
年
間
で
国
債
は
一

〇
〇
兆
円
増
加
し
て

い
る
。
こ
の
時
点
か

ら
、
財
政
改
革
の
議

論
は
小
泉
内
閣
の
時

期
を
除
い
て
影
を
ひ

（9）

図表１　赤字国債発行額の推移

（出所）財務省『財政基礎データ』・『日本国債ガイドブック』、『日本の財政（平成22年度版）』東洋
経済新報社等より作成。

（注）１．公債依存度は、公債発行額／一般会計歳出額。
２．平成21年度の発行額（実績）、国債依存度は補正予算、平成22年度は全て当初予算。
３．平成２年度赤字国債発行額9,689億円は、湾岸戦争負担金の臨時特別公債金分。
４．平成６年度震災特例国債8,106億円は阪神大震災の復興経費の財源として発行。

新規国債発行額 公債依存度 建設国債
発行額
（実績）

赤字国債発行額 赤字国
債比率

B/A
当初 実績B当初 実績A (当初) (実績)

減税特
例国債

臨時特
別国債

震災特
例国債

年度 億円 億円 ％ ％ 億円 億円 億円 億円 億円 億円 ％
昭和51 72,750  71,982  (29.9) (29.4) 37,250  37,500  34,732  0 0 0 48.3  

55 142,700  141,702  (33.5) (32.6) 69,550  74,850  72,152  0 0 0 50.9  
60 116,800  123,080  (22.2) (23.2) 63,030  57,300  60,050  0 0 0 48.8  

平成元 71,110  66,385  (11.8) (10.1) 64,300  13,310  2,085  0 0 0 3.1  
２ 55,932  73,120  (8.4) (10.6) 63,431  0 9,689  0 9,689  0 13.3  
３ 53,430  67,300  (7.6) (9.5) 67,300  0 0 0 0 0 0  
４ 72,800  95,360  (10.1) (13.5) 95,360  0 0 0 0 0 0  
５ 81,300  161,740  (11.2) (21.5) 161,740  0 0 0 0 0 0  
６ 136,430  164,900  (18.7) (22.4) 123,457  31,338  41,443  33,337 0 8,106 25.1  
７ 125,980  212,470  (17.7) (28.0) 164,401  28,511  48,069  28,511 0 0 22.6  
８ 210,290  217,483  (28.0) (27.6) 107,070  119,980  110,413  18,796 0 0 50.8  
９ 167,070  184,580  (21.6) (23.5) 99,400  74,700  85,180  0 0 0 46.1  
10 155,570  340,000  (20.0) (40.3) 170,500  71,300  169,500  0 0 0 49.9  
11 310,500  375,136  (37.9) (42.1) 131,660  217,100  243,476  0 0 0 64.9  
12 326,100  330,040  (38.4) (36.9) 111,380  234,600  218,660  0 0 0 66.3  
13 283,180  300,000  (34.3) (35.4) 90,760  195,580  209,240  0 0 0 69.7  
14 300,000  349,680  (36.9) (41.8) 91,480  232,100  258,200  0 0 0 73.8  
15 364,450  353,450  (44.6) (42.9) 66,931  300,250  286,519  0 0 0 81.1  
16 365,900  354,900  (44.6) (41.8) 87,041  300,900  267,859  0 0 0 75.5  
17 343,900  312,690  (41.8) (36.6) 77,620  282,100  235,070  0 0 0 75.2  
18 299,730  274,700  (37.6) (33.7) 64,150  244,890  210,550  0 0 0 76.6  
19 254,320  253,820  (30.7) (31.0) 60,440  202,010  193,380  0 0 0 76.2  
20 253,480  331,680  (30.5) (39.2) 69,750  201,360  261,930  0 0 0 79.0  
21 332,940  534,550  (37.6) (52.1) 150,110  257,150  384,440  0 0 0 71.9  
22 443,030  443,030  (48.0) (48.0) 63,530  379,500  379,500  0 0 0 85.7  



そ
め
、
財
政
支
出
の
拡
大
は
国
債
発
行
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、
財
政
規
律
は
完
全
に
失
わ
れ
た
。

３
　
財
政
規
律
を
歪
め
る
選
挙
制
度

（
１
）
赤
字
財
政
の
政
治
経
済
学

財
政
規
律
は
、
ま
た
、
選
挙
制
度
や
政
治
家
に
よ
っ
て
歪
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
選
挙
に
よ
っ
て
政
策
決
定
者
を
選
出
す
る
が
、

選
挙
民
は
誰
に
投
票
す
れ
ば
地
元
に
直
接
の
利
益
を
も
た
ら
す
か
、
投
票
時
の
判
断
基
準
と
な
る
場
合
が
多
い
。
ま
た
、
選
挙
民
は

財
政
改
革
よ
り
も
減
税
を
歓
迎
す
る
。
昭
和
五
四
年
の
衆
議
院
選
挙
で
大
平
内
閣
は
、
財
政
健
全
性
と
財
政
規
律
を
守
る
た
め
増
税

が
必
要
だ
と
国
民
に
訴
え
た
。
と
こ
ろ
が
、
世
論
の
大
反
対
に
よ
っ
て
、
選
挙
で
大
敗
し
た
。
こ
れ
ま
で
選
挙
で
財
政
改
革
を
訴
え

消
費
税
の
引
き
上
げ
訴
え
た
政
党
は
選
挙
で
敗
れ
て
い
る
。

政
策
決
定
は
、
ケ
イ
ン
ズ
が
心
に
描
い
た
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
・
ロ
ー
ド
の
啓
発
的
賢
人
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
選
挙
に

当
選
す
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
た
政
治
家
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
選
挙
の
際
、
政
治
家
は
地
元
に
公
共
事
業
の
拡
大
を
約
束
す
る
。

約
束
し
て
当
選
し
た
政
治
家
は
、
地
元
に
利
益
を
還
元
す
る
政
策
を
主
張
す
る
。

一
般
に
、
選
挙
制
度
と
政
治
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
、
財
政
支
出
が
膨
張
し
、
財
政
規
律
が
歪
め
ら
れ
る
。
公
共
選
択
論
の
先
駆
者

で
あ
る
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
こ
の
点
を
鋭
く
指
摘
し
て
、
国
債
膨
張
を
抑
制
し
財
政
規
律
を
守
る
た
め
、
立
憲
的
制
約
に
よ
っ
て
財
政
赤

字
を
抑
制
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
（
ブ
キ
ャ
ナ
ン
・
ワ
グ
ナ
ー
『
赤
字
財
政
の
政
治
経
済
学
』、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
『
コ
ン
ス
テ
ィ

チ
ュ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
』）。
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（
２
）
小
選
挙
区
制
の
導
入
と
財
政
規
律
の
弛
緩

平
成
一
〇
年
以
降
に
財
政
赤
字
が
拡
大
し
た
要
因
は
、
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
小
選
挙
区
制
の
デ
メ
リ
ッ
ト
を
上
げ
る
こ
と
が
で

き
る
。
小
選
挙
区
制
は
平
成
八
年
の
衆
院
選
か
ら
導
入
さ
れ
た
が
、
小
選
挙
区
制
で
は
一
つ
の
政
党
か
ら
一
人
し
か
当
選
し
な
い
。

こ
の
た
め
、
小
選
挙
区
制
の
デ
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
同
一
政
党
内
に
お
け
る
政
策
論
争
の
対
立
が
表
面
に
出
な
い
こ
と
、
個
人
の
能

力
よ
り
も
知
名
度
で
選
出
さ
れ
る
こ
と
、
与
党
が
過
半
数
の
議
席
を
獲
得
で
き
な
い
場
合
は
政
権
基
盤
が
弱
く
な
り
、
連
立
政
権
で

は
少
数
与
党
が
政
策
決
定
の
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
・
ボ
ー
ト
を
握
る
等
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

平
成
一
〇
年
七
月
に
成
立
し
た
小
渕
内
閣
で
は
、
小
選
挙
区
制
の
デ
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
政
権
基
盤
の
弱
さ
が
財

政
膨
張
を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
。
小
渕
内
閣
は
自
由
党
、
公
明
党
、
自
民
党
の
連
立
政
権
で
あ
り
、
連
立
政
権
を
維
持
す
る
た
め
各

党
の
要
求
を
全
て
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
自
由
党
は
社
会
保
障
の
税
方
式
、
公
明
党
は
児
童
手
当
と
商
品
券
配
布
、
自
民

党
は
介
護
保
険
の
徹
底
見
直
し
や
新
幹
線
の
整
備
等
を
要
求
し
て
、
財
政
膨
張
を
招
い
た
。
小
渕
内
閣
は
、
過
去
最
大
の
景
気
対
策

と
同
時
に
、
特
別
減
税
や
恒
久
的
減
税
な
ど
一
〇
兆
円
の
大
規
模
な
減
税
を
行
っ
た
。

財
政
が
膨
張
し
財
政
規
律
が
失
わ
れ
た
原
因
の
一
つ
は
、
小
選
挙
区
制
の
デ
メ
リ
ッ
ト
が
顕
在
化
し
、
政
権
基
盤
が
弱
体
化
し
た

か
ら
で
あ
る
。
橋
本
内
閣
の
下
で
財
政
構
造
改
革
を
推
進
し
た
与
謝
野
馨
氏
は
、
当
時
を
振
り
返
り
、
財
政
改
革
が
滞
り
、
あ
ら
ゆ

る
政
党
が
人
気
取
り
に
走
っ
た
の
は
、
小
選
挙
区
制
の
導
入
に
ひ
と
つ
の
原
因
が
あ
る
、
と
回
顧
し
て
い
る
（
日
本
経
済
新
聞
　
二

〇
一
〇
年
九
月
一
二
日
）。

４
　
震
災
復
興
国
債
発
行
と
財
政
規
律
の
維
持

東
日
本
大
震
災
の
復
旧
・
復
興
に
向
け
た
基
本
法
案
が
作
成
中
で
あ
る
。
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
の
東
日
本
大
震
災
は
、
日
本
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歴
史
始
ま
っ
て
以
来
の
最
大
の
地
震
災
害
で
あ
り
、
戦
後
最
大
の
国
家
危
機
と
な
っ
た
。
被
害
総
額
は
最
大
二
五
兆
円
と
試
算
さ
れ

て
い
る
か
ら
、
復
旧
・
復
興
に
必
要
な
資
金
の
規
模
は
阪
神
大
地
震
の
一
〇
兆
円
を
大
幅
に
上
回
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

復
旧
・
復
興
対
策
基
本
法
案
は
作
成
中
で
あ
る
が
、
そ
の
概
要
が
三
月
三
一
日
の
日
経
新
聞
夕
刊
で
報
道
さ
れ
た
。
報
道
に
よ
る

と
、
ポ
イ
ン
ト
は
復
旧
・
復
興
の
た
め
特
別
税
を
創
設
す
る
こ
と
、
日
銀
引
き
受
け
の
震
災
国
債
を
発
行
す
る
こ
と
、
と
伝
え
ら
れ

て
い
た
。
復
旧
・
復
興
資
金
の
調
達
は
予
備
費
の
活
用
や
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
を
見
直
し
た
上
で
、
復
旧
・
復
興
の
た
め
特
別
税
を
創
設

す
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
だ
ろ
う
。

震
災
国
債
の
日
銀
引
き
受
け
発
行
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
ま
ず
、
震
災
国
債
の
発
行
そ
れ
自
体
は
、
最
後
の
手
段
と
し
て
止
む
を

得
な
い
だ
ろ
う
。
復
旧
・
復
興
に
向
け
た
財
政
資
金
は
、
特
別
税
を
創
設
し
て
も
、
な
お
不
足
す
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
日
本
の
政
府
債
務
の
現
状
を
見
る
と
き
、
如
何
に
非
常
時
と
は
い
え
、
財
源
調
達
の
た
め
財
政
規
律
を
無
視
す

る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
復
興
国
債
発
行
は
財
政
規
律
を
守
り
な
が
ら
、
様
々
の
制
約
条
件
を
つ
け
る
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
、
復
興
国
債
は
既
存
の
建
設
国
債
・
赤
字
国
債
と
区
別
す
る
こ
と
で
あ
る
。
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
・
バ
ラ
ン
ス
の
回
復
が
財
政
再

建
の
最
大
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
今
日
、
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
・
バ
ラ
ン
ス
の
回
復
に
努
め
れ
ば
、
日
本
国
債

の
信
認
が
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
区
別
し
な
け
れ
ば
、
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
・
バ
ラ
ン
ス
の
回
復
に
努
め
て
も
、
復
興
国
債
の
増
発
に

よ
っ
て
努
力
の
成
果
が
表
に
現
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
復
興
国
債
を
別
扱
い
に
す
れ
ば
、
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
・
バ
ラ
ン
ス
の
回
復
過
程

を
明
確
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
、
震
災
国
債
は
減
税
特
別
国
債
の
よ
う
に
償
還
年
限
を
一
〇
年
、
も
し
く
は
一
五
年
に
限
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
赤
字
国
債

だ
か
ら
と
言
っ
て
、
六
〇
年
償
還
ル
ー
ル
で
発
行
し
て
は
な
ら
な
い
。
償
還
年
限
を
限
定
す
れ
ば
、
震
災
国
債
に
対
す
る
信
認
を
維

持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
赤
字
国
債
借
換
発
行
の
大
き
な
誤
ち
を
繰
り
返
し
て
は
な
ら
な
い
。
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最
も
重
要
な
条
件
は
、
震
災
国
債
の
日
銀
引
き
受
け
は
絶
対
に
認
め
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
単
に
、
財
政
法
第

五
条
に
反
し
て
い
る
、
と
い
う
だ
け
で
な
い
。
日
銀
引
き
受
け
が
開
始
さ
れ
れ
ば
、
日
本
国
債
の
信
認
が
失
わ
れ
市
場
価
格
は
直
ち

に
暴
落
す
る
だ
ろ
う
。
市
場
は
国
債
発
行
の
歯
止
め
が
無
い
と
判
断
す
る
。
日
本
国
債
の
信
認
が
失
わ
れ
、
危
機
が
現
実
の
も
の
と

な
る
。
非
常
時
と
は
い
え
、
財
政
規
律
は
何
と
し
て
も
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
く
ば
、
震
災
国
債
の
発
行
も
不
可
能
と
な
る

か
ら
で
あ
る
。

（
な
か
じ
ま
　
ま
さ
た
か
・
特
別
嘱
託
研
究
員
）
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